
 

 

 

別添１ 

 

改     正 現     行 

第２ 細部事項 

１ 第１条関係 

   本条の「構造規格に適合しているもの」

には、ボイラー構造規格第 86 条(同規格第

101 条において準用する場合を含む。)及び

圧力容器構造規格第 70 条の規定に基づき、

都道府県労働局長がボイラー構造規格又は

圧力容器構造規格の規定に適合するボイラ

ー等の同等以上の安全性を有すると認めた

ものが含まれるものであること。 

 

 ２ 第３条関係 

  (1) 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 細部事項 

１ 第１条関係 

   本条の「構造規格に適合しているもの」

には、ボイラー構造規格第 176 条(同規格第

192 条において準用する場合を含む。)及び

圧力容器構造規格第 132 条の規定に基づ

き、都道府県労働基準局長がボイラー構造

規格又は圧力容器構造規格の規定に適合す

るボイラー等の同等以上の安全性を有する

と認めたものが含まれるものであること。

 

２ 第３条関係 

(1) 次に掲げる場合は、本条の溶接施行法

試験の全部又は一部を省略して差し支え

ないこと。 

① 次の表の左欄に掲げる母材又はその

組合せについて製造許可を受けている

場合であって、同表の右欄に掲げる母

材又はその組合せについて溶接を行お

うとする場合。 

製造許可を受けて

いる母材又はその

組合せ 

溶接施行法試験を

省略できる母材又

はその組合せ 

P-3 と P-3 P-3 と P-1 

P-4 と P-4 P-4 と P-3、P-4 と

P-1 

P-5 と P-5 P-5 と P-4、P-5 と

P-3、P-5 と P-1 

P-9-B P-9-A 

P-52 P-51 

  備考 

    １ 「P-1」等の記号は、別表第 7 の上

欄に掲げる母材の種類の区分を表

す。 

２ 「P-5」に区分される母材にあって

は、クロムの標準合金成分が 3%以下

のものに限る。 

 

② 予熱を行わないとして製造許可を受

けている場合であって、予熱を行おう



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) クラッド鋼の溶接施行法試験は、次の

①に掲げる方法によること。ただし、当

該試験を行うためのクラッド鋼が準備で

きない場合にあっては、次の②に掲げる

方法によって差し支えないこと。 

① 日本工業規格 B8285（圧力容器の溶

接施工方法の確認試験）の附属書２の

「3．クラッド鋼の溶接の確認試験」に

規定される方法 

② 次のアからウまでに掲げる試験のす

べてを行うこと。この場合において、

溶接材料及び溶接方法は、当該クラッ

ド鋼に係る実際の溶接条件と同一の条

件とすること。 

ア クラッド鋼の母材と同一の材料に

よる溶接施行法試験 

イ クラッド鋼の合せ材と同一の材料

による溶接施行法試験 

ウ 日本工業規格 B8285（圧力容器の

溶接施工方法の確認試験）の附属書

２における耐食肉盛溶接の確認試験

（肉盛り試験のうち分析試験は、必

要な場合のみ行うこととして差し支

えないこと。） 

 

 ３及び４ 削除 

 

とする場合。 

③ 自動溶接の一層盛りとして製造許可

を受けている場合であって、多層盛り

による溶接を行おうとする場合。 

④ 製造許可を受けた際の溶接施行法試

験の溶接の条件と第 4 条各号に掲げる

溶接の条件の区別が同一である溶接の

条件によって、溶接を行おうとする場

合 

⑤ 製造許可申請に係る溶接施行法につ

いて、電気事業法(昭和39年法律第170

号)、高圧ガス取締法(昭和 26 年法律第

204 号)等に基づき、既に主務大臣の許

可等を受けている場合であって、製造

許可申請時に当該認可等の内容を確認

した場合 

(2) クラッド鋼の溶接施行法試験は、次の

①に掲げる方法によること。ただし、当

該試験を行うためのクラッド鋼が準備で

きない場合にあっては、次の②に掲げる

方法によって差し支えないこと。 

① 日本工業規格 Z3043（ステンレスク

ラッド鋼溶接施行方法の確認試験方

法）に規定される方法 

 

② 次のイからハまでに掲げる試験のす

べてを行うこと。この場合において、

溶接材料及び溶接方法は、当該クラッ

ド鋼に係る実際の溶接条件と同一の条

件とすること。 

イ クラッド鋼の母材と同一の材料に

よる溶接施行法試験 

ロ クラッド鋼の合せ材と同一の材料

による溶接施行法試験 

ハ JIS Z 3040 附属書 2「特殊形状の

確認試験方法」に基づく肉盛り試験

（肉盛り試験のうち分析試験は、必

要な場合のみ行うこととして差し支

えないこと。） 

 

 

３ 第４条関係 

(1) 別表第７中の「規格による引張強さの



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最小値」等については、次のとおり解す

ること。 

    なお、イについては、別表第 10 及び別

表第 11 において同様に解すること。 

イ 規格による引張強さの最小値 日本

工業規格、材料製造者の社内規格、外

国規格等の規格に定められた材料の引

張強さの最小値 

ロ 高張力鋼 規格により定められた引

張強さの最小値 50Kg/mm2以上の鋼材 

ハ 調質高張力鋼 焼入れ後、比較的高い

温度に焼き戻した高張力鋼 

ニ 標準合金成分 規格による個々の合

金成分の標準的な割合(合金成分の割

合の範囲の中央値)(%) 

ホ 低合金鋼 標準合金成分の合計が

10%以下の鋼材 

(2) 別表第７第３号の「低合金鋼」には、

クロムの合金成分が 0 であるいわゆる

「0.5M0 鋼」が含まれるものであること。

(3) 別表第10及び別表第11の「溶着金属」

とは、溶接中に溶接棒又は溶接ワイヤか

ら溶接部に移行した金属をいうものであ

る、溶融凝固した金属のうち母材を含ま

ない部分をいうものであること。 

(4) 別表第 10 第 27 号の「ニッケルクロム

モリブデン合金用被覆アーク溶接棒」に

は、「ニッケルモリブデン合金用被覆アー

ク溶接棒」が含まれるものであること。

(5) 別表第 11 第 23 号の「ニッケルクロム

モリブデン合金用ワイヤ」には、「ニッケ

ルモリブデン合金用ワイヤ」が含まれる

ものであること。 

(6) 自動溶接又は半自動溶接によって行

うミグ溶接に係る「溶接材料の区分」に

ついては、第４号ロを準用して差し支え

ないこと。 

 

４ 第５条関係 

(1) 本条の「試験板」は、板材又は管材の

いずれによって製作しても差し支えない

こと。 

    なお、試験板の溶接の方法は、試験板



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 第７条関係 

   本条ただし書の「材料の種類に応じて当

該曲げ半径を定める」場合の取扱いについ

ては、日本工業規格 B8285（圧力容器の溶

接施工方法の確認試験）の４．２．３のｂ）

のなお書きと同様に解すること。 

 

 

が板材により製作される場合にあっては

下向溶接によるものとし、管材により製

作される場合にあっては水平回転又は水

平固定溶接によるものとすること。 

(2) 試験板の厚さが厚いため、そのままの

厚さでは引張試験等を行うことが困難な

ものの取扱いについては、ボイラー構造

規格第 124 条第２項の規定と同様に解す

ること。 

(3) 非鉄金属であって表曲げ試験又は裏

曲げ試験によることが適当でないものに

ついて、本条の表備考２の場合と同様に

取り扱って差し支えないこと。 

(4) 本条の表備考４の「必要がある場合」

とは、特殊な材料等でその溶接性を確認

する必要がある場合をいうものであるこ

と。 

 

５ 第７条関係 

   本条ただし書の「材料の種類に応じて当

該曲げ半径を定める」場合の取扱いについ

ては、平成元年 12 月 13 日付け基発第 643

号「ボイラー構造規格及び圧力容器構造規

格の制定について」の記のⅡの第２の 53

と同様に解すること。 

 

 




